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すとくの利用料変更について 

 

拝啓 立春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げま

す。また平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 6 年４月 1 日よりすとくの利用料を長岡市が制定している 1 人 1

日２,０００円とさせていただくことになりました。ご理解賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 今後とも、子育て・就労の両立支援ができるよう職員一同、精一杯努めて参り

ますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

 


